
 

 

 

Press Release 
京都労働局ス

に感染していることが判

明しました。 

（当該 10名の感染確認

日ごとの内訳） 

４月１９日（火）３名、

４月２０日（水）３名、

４月２１日（木）１名、

４月２２日（金）１名、 

４月２３日（土）１名、

４月２５日（月）１名 

 

当該１０名の業務におけ

る省内及び省外での外部

関係者との濃厚接触につ

いては、６名について保

健所の調査中、４名につ

いてはありません。 

経済・府政・市政記者クラブ   

同時資料配付 

京都労働局・京都府・京都市 発表 

  令和7年７月22日（火） 

 
 

 
 

 

担 

当 

雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官   綱島 佳子 

室長補佐(指導担当) 髙江洲洋子 

電話 075-241-3212(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

学生アルバイト等の適正な就労環境の確保要請を行います。 

～京都労働局、京都府、京都市が連携して一般社団法人京都経営者協会に要請～ 

京都労働局、京都府、京都市で構成する京都学生就労環境等適正化協議会では、学生ア

ルバイト等の適正な就労環境の確保のための取組を行っておりますが、７月 28 日(月)

に、同協議会から一般社団法人京都経営者協会に対し、労働基準関係法令の遵守とともに

職場におけるハラスメントの防止対策の強化のほか、インターンシップや就職活動中の学

生の安心・安全の配慮等について要請を行います。 

また、府内の主要な経済団体のほか、学生アルバイトの多い業界団体などに対しても要

請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日のメディアによる現地取材も可能です。 

取材（撮影）をご希望の方は、７月 24 日（木）午後５時００分までに担当（雇用環境・均

等室）あてに所属と氏名をご連絡ください。 

（要請概要） 

１．日 時  令和７年７月 28日（月）午後１時 15分～１時 40 分 

２．要 請 先  一般社団法人 京都経営者協会会長 前川
まえかわ

 重信
しげのぶ

 

３．場 所  日本新薬株式会社（京都経営者協会会長事業場） 

    京都市南区吉祥院西ノ庄門口町１４ 

４．要 請 者  京都労働局長 角南
す な み

 巌
いわお

 

京都府副知事 武田
た け だ

  一
かず

寧
やす

 

京都市副市長 岡田
お か だ

 憲和
のりかず

 

このほか、学生向けの労働相談窓口の設置や大学での出前講義によるワークルー

ルの普及啓発などの取組を実施しています。 


